
Ａ－１１ 東北の空き家の管理・活用による持続可能な地域づくり事業 

事業主体 一般社団法人日米不動産協力機構 

対象地域 宮城県 

事業概要 

宮城県全域を対象とした空き家管理等の相談体制を、県及び市町村、リノベ

ーション住宅推進協議会、日本長期住宅メンテナンス有限責任事業組合、移

住・住みかえ支援機、司法書士会等と連携して整備。現地相談窓口１ヶ所(仙

台)、首都圏等の在住者向け相談窓口 １ヶ所(東京)を設置し、全県の相談に

対応。 

相談体制件数の目標 
空き家所有者本人及び 

その家族等からの相談件数 

空き家利用希望者 

からの相談件数 
合計 

平成２６年度の実績 － － － 

本事業期間内の成果 

（H２７年２月２７日時点） 
４件 ０件 ４件 

１．事業の背景と目的 

  空き家の活用や管理不全空き家の予防による地域の活性化を図るために物件の適正管理・有効

活用方策を検討・推進するための相談体制を構築し、当該エリアの住民の新たな居住地、住み替

えの拡大につながる仕組みづくりを自治体・専門家・関係事業者と連携をしながら構築すること

を目的とする。 

２．事業の内容 

（１）事業概要 

取組項目 概要 

１）相談業

務に必要と

なる基礎情

報調査 

①地域のサービス提供

事業者の実態把握に係

る調査 

県内の管理代行サービス事業者や解体業者のサービス内

容、料金等についてウェブ調査を実施し一覧化した。 

②市町村の担当課、窓

口、支援制度に係る調査 

県下３６市町村への空き家関連のアンケート調査用紙を配

布し回答頂いた。また宮城県、大崎市、仙台市、石巻市、

白石市、登米市を直接訪れ空き家への取組み状況、今後の

取組み予定などをヒアリングした。 

２）相談員

の研修・育

成 

①相談員向け相談マニ

ュアルの作成 

相談体制、相談窓口の対応を強化すべく、基礎情報調査結

果等を踏まえて、常設の現地相談窓口及び電話相談窓口担

当者向けの相談マニュアルを作成した。 

②相談員の研修 相談マニュアルを使用して、常設相談窓口の相談員と電話

補足窓口の相談員を対象として相談業務の流れや対応方

法、相談の取次ぎ方法、基礎情報調査結果を踏まえ研修を

実施した。 
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３）空き家

等の所有者

への情報提

供に資する

資料等の作

成 

①空き家管理・活用・解

体に係るＱ＆Ａの作成 

管理、活用（売買、賃貸）、解体、その他（税制相談等）

の６項目別によくある質問を想定しＱ＆Ａ（相談内容と対

応方法）を作成した。 

②空き家の適正管理の

ためのチェックシート

の作成 

空き家特有の項目（屋外の状態、床下の状態、屋内の状態

等）を中心に、宅建業協会、リノベーション住宅推進協議

会会員、管理代行サービスを実施している事業者等へのヒ

アリング調査を実施するともに、ウェブ調査をもとに作成

した。 

③空き家に係る各種情

報提供ホームページの

開設・相談窓口の周知 

専用ホームページを立ち上げ、相談窓口や空き家の活用可

能性診断モデル事業の周知、空き家問題、相談の流れ、相

談事例、Ｑ＆Ａ等を掲載した。 

４）相談事

務の実施 

①常設の現地相談窓口

の設置（宮城県仙台市） 

宮城県在住者向けの具体的・専門的な相談対応として、当

機構の東北支所に常設相談窓口を設置し、訪問、電話、メ

ール相談に対応した。相談窓口への取り次ぎ方法は、相談

員が専門相談窓口に連絡して、その結果を専門相談窓口よ

り相談者に直接伝えることとした。 

②現地相談窓口を補完

する電話等の相談窓口

の設置（東京） 

首都圏等に在住で宮城県に空き家を所有している方々や

常設相談窓口に訪問できない方をサポートするため、当機

構にて電話及び面談相談に対応した。 

③相談窓口の周知 窓口周知のためのチラシを作成し、各市区町村の窓口、土

木事務所、図書館などの公的機関を中心に配布するととも

に、仙台市中心のフリーペーパー等の活用などにより周知

した。 

④空き家の相談内容の

データベース構築 

空き家について相談を受けた内容について相談窓口担当

者がデータ登録を行い、各連携事業者がこれらを閲覧・共

有・さらに書き込みができるようにした。 

５）空き家

の診断・調

査体制の整

備 

空き家の劣化状況・活用

可能性等の診断モデル

事業の実施 

相談事業を通じて相談者から空き家の劣化状況や活用可

能性、活用の際のリフォーム費用等についての診断要望が

あった場合に、モデル事業として当該空き家が活用可能な

物件であるか否かの調査をリノベーション住宅推進協議

会の東北エリアの会員を通じて無料診断を行うこととし

た。 

６）空き家

等の適正管

理等の一般

化・普及・

啓発 

県民向け空き家の適正

管理・有効活用セミナー

の開催 

宮城県における空き家の問題点、統計、国や県の方針、有

効活用方法について一般県民・自治体に認知・理解しても

らうためのチラシを作成の上、ゲストスピーカーを招きセ

ミナーを開催した。 
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（２）事業の手順 

 交付決定（７月２８日）から事業終了までの間の内容と手順を以下のように進めた（表１）。 

 表１ 事業の内容と手順 

 

（３）事業内容 

１）相談業務に必要となる基礎情報調査 

①地域のサービス提供事業者の実態把握に係る調査 

 県内の管理代行サービス事業者や解体業者のサービス内容、料金、空き家関連の相談やトラブル

事例等について、宅建業協会や全国解体業者振興センター等へのヒアリング調査を実施するととも

に Web 調査で補足した。 

ⅰ）管理代行サービス会社 

 Ｗｅｂ調査で把握した約１２社のうち、サービス内容や費用がホームページ上に明記されている

3 社を対象にヒアリングを実施した。「基本サービスとその内容」・「報告の方法」・「サービス別月額

代金」・「オプションサービス」・「その他サービス」・「特徴的な対応」・「関連業務」についてヒアリ

ング調査を行った。ヒアリング結果（表２）については以下の通り。 

 管理代行サービスを専門で営んでいる会社はなく、不動産業、建物管理業のサービスの一環で

実施していた。管理代行サービスが専門で成立するのは難しいのが現状である。サービス

内容については通風喚起、郵便ポストの確認、簡易清掃、報告と各社で大きな違いは見受

けられなかった。金額についても内容・工数が増えれば料金が増額するケースが一般的で

ある。 

 管理代行にかかる保証制度については、まだ具体的に運用している会社はないとの回答であった。 
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表２ 管理代行サービス事業者のサービス内容 

 

ⅱ）解体業者 

 事前にＷｅｂ調査を行い、サービス内容や費用がホームページ上に明記されている 3 社を対象に

ヒアリングを実施した。「対象エリア」・「坪単価」・「価格」・「解体の流れ」・「オプションサービス」

についてヒアリングを行った。ヒアリング結果（表３）については以下の通り。注意が必要なのは

下記料金すべて建物、敷地に残置物がない場合となり、残置物がある場合はさらに料金が加算され

る。作業期間は一般的に２週間を要する。またトラブルの原因としては、騒音、振動、作業車の駐

車の問題などがあった。事前に近隣住民への説明をするなどの対応が必要である。       

表３ 解体業者のサービス内容  
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② 市町村の担当課、窓口、支援制度に係る調査 

  宮城県の各自治体の空き家への取組等を把握すべく、また相談員向け基礎情報の収集のため宮

城県住宅課の協力のもとで、県下３５市町村へのアンケート調査と、大崎市、仙台市、石巻市、

登米市、白石市や宮城県を含む計６自治体へのヒアリングや電話確認により、空き家バンク、老

朽危険空き家、適正管理等の条例などの空き家関連の各担当部署・窓口、改修費や解体費、荷物

の片付け等の支援制度、空き家関連の相談やトラブル事例等を把握した。 

ⅰ）空き家対策の状況と関連支援制度 

 「相談窓口」と「支援・補助制度」については、表４のように設置・実施している市町村数が少

なく、「相談窓口」にいたっては、３５市町村のうち、仙台市、塩竈市、加美町の３市町しかなか

った。 

 また、空き家関連相談窓口の設置について「準備中」または「予定ありの市町村」も、多賀城市、

七ヶ宿町の２市町しかなかった。これは震災復興の優先が影響していると考える。 

 また「実態把握調査」に関しては実施中、実施済み自治体が７市町、今後実施予定が４市町と合

わせても全体の約３０％に留まっているのが現状である。 

表４ 市区町村の空き家対策の状況と関連支援制度等の一覧 
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ⅱ）行政窓口に寄せられる苦情等の内容 

 市町村アンケートの結果、行政に寄せられる苦情相談としては「雑草繁茂」が共通して多かった。

そのほか「老朽化による危険家屋及び隣接地や接道に対しての倒壊の危険の発生」・「環境悪化、衛

生上の苦情（害虫の発生源やゴミの不法投棄）」・「不特定者の侵入による犯罪や火災の危険等防犯

面での不安」なども多かった。 

 また、「環境上の問題から相談が持ち込まれることがあるが、対応する条例もなく、また個人の

財産でもあることから対応しかねている」等の意見もあった。 

２）相談員の研修・育成 

① 相談員向け相談マニュアルの作成 

  常設の現地相談窓口及び電話等相談窓口担当者向けの共通相談マニュアルを作成した（図１）。

今回対応する相談員については建築士や不動産関係者がいること、また電話等相談窓口担当者に

ついては宮城県の基情情報が不足していることを考慮して、各市町村向けアンケート結果、ヒア

リング結果、各種統計、調査結果をとりまとめ宮城県にける基礎情報として記載した。その上で

具体的な業務に関しては、相談員の経験等を考慮して「相談対応の流れ」・「トークスクリプト」・

「トーク上のポイント」（図２）を記載した。 

  また事前に作成した「相談員向け空き家相談票」（図３）を記載した。建物調査時に使用する

「空き家調査チェックシート」、物件登録のための「空き家登録シート」を記載した。また相談

内容がある程度類型化していくことを予測してヒアリング・Web 調査により、相談員がスムーズ

に対応できるように「Q&A」、「空き家相談事例」も記載した。 

図１相談員向け相談マニュアル目次 
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図２ トーク上のポイント            図３ 相談員向け空き家相談票 

        

② 相談員の研修（常設の現地相談窓口） 

 常設の現地相談窓口相談員４名を対象に現地相談窓口にて研修を行った。 

 相談員向け相談マニュアルを使い、基礎情報の共有、トークスクリプトについては流れの解説・

読み込み、ロールプレイングを行った。研修を通して、無料査定の具体的説明方法、管理方法の詳

細内容など現場に合わない箇所の質問・指摘を受けたことから、研修後に相談マニュアルの文言の

修正、資料の追加記載をして、より現場に沿ったものに改訂し再度配布した。 

 

３）空き家等の所有者への情報提供に資する資料等の作成 

① 空き家管理・活用・解体に係るＱ＆Ａの作成 

  相談業務に必要となる基礎情報調査をもとに、所有者から問い合わせが多いだろうと予測され

る質問を想定し管理、活用（売買、賃貸）、解体、その他（税制相談等）の６項目別にして相談

員が所有者に対してスムーズに回答できるよう 10 事例（Ｑ相談内容とＡ対応方法）を作成した。 

② 空き家の適正管理のためのチェックシートの作成 

  空き家の診断の際に、空き家特有のリスク（火災・害虫被害・苦情・不法投棄・盗難等）はも

とより、売買・管理のための物件調査は欠かせない。そこで物件の屋外、基礎である床下、屋内

をチェックシートによりその状態を調査し、宅建業協会、リノベーション住宅推進協議会会員、

管理代行サービスや解体業を実施している事業者等へのヒアリング調査を実施するとともに、ウ

ェブ調査をもとに作成した。本シートを「空き家の劣化状況・活用可能性等の診断モデル事業」

（無料診断）の際の現場診断に使用する。 
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③ 空き家に係る各種情報提供ホームページの開設・相談窓口の周知 

  常設の現地相談窓口及び電話等相談窓口の周知または誘引、相談窓口や空き家の劣化状況・活

用可能性等の診断モデル事業の周知、適正管理の一般化・普及・啓発を目的として、ホームペー

ジを開設した。空き家問題とは何か、相談の流れ、相談事例、Ｑ＆Ａ、各市区町村の取組みなど

を掲載した（図４〜図７）。〔ホームページ http://miyagi-akiya.com〕 

図４ ホームページトップページ        図５ ホームページの相談の流れ  

      

 

図６ ホームページ 空き家問題           図７ ホームページ各市区町村の取組み   

                                                                                            

        

４）相談事務の実施 

① 常設の現地相談窓口の設置（宮城県仙台市） 

宮城県在住者向けの具体的・専門的な相談対応として、当機構の東北支所に常設相談窓口（仙台

市）を設置し、１0 時〜１７時（平日・月曜日〜金曜日／祝日を除く）の間の訪問、電話、メール

相談につき現地相談員計４名で対応した。（写真１） 
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専門相談先として「管理・活用相談」は、リノベーション住宅推進協議会会員で、同協議会の東

北地方のリノベーション・リフォームの消費者相談窓口となっている株式会社アート＆マテリアル、

株式会社インファクト、株式会社エコラ、「移住・住み替え相談」は、一般社団法人移住･住みかえ

支援機構(JTI)、「建物診断相談」は、住宅の保守点検サービス、劣化防止工事の提案・提供を組合

員等を通じて全国ネットで実施している日本長期住宅メンテナンス有限責任事業組合・株式会社ハ

ウスガード（日本長期住宅メンテナンス有限責任事業組合・東北組合員）、また株式会社東北建築

センター、「法律・登記・相続・成年後見相談」については宮城県司法書士会を専門の取次先とし

た（図８）。 

 専門相談窓口への取り次ぎ方法は、相談員が専門相談窓口に連絡して、その結果を専門家が相談 

者に直接伝えることとした。 

② 現地相談窓口を補完する電話等の相談窓口の設置（東京） 

  首都圏等に在住で宮城県に空き家を所有している方々や、常設相談窓口に訪問できない方をサ

ポートするため、当機構にてメール・電話及び面談相談に対応した。また常駐相談員１名が営業

時間内対応した。（写真２） 

 

写真１ 常設の現地相談窓口（仙台市）    写真２ 面談相談室（仙台市）（東京）                                  

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

写真３ 現地相談窓口を補完する相談窓口  図８ 相談窓口体制  
    （東京） 
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③ 相談窓口の周知 

  空き家相談が無料であること、相談窓口の設置場所・連絡先、連携事業者の一覧などを記載し

た、窓口周知のための図９、図１０のようなチラシを作成し、宮城県庁、全市区町村、各土木事

務所、図書館、大学などの公共施設などに配布した（２７００部）。また河北新報読者への折り

込みで仙台圏の６７万世帯に４４万部発行のフリーペーパーも活用した。   

図９ 周知用チラシ（表）            図１０ 周知用チラシ（裏） 

    

④ 空き家の相談内容のデータベース構築 

 空き家について相談を受けた内容についてデータ登録を行う。これらの集積した情報を相談員へ

フィードバックし、また同じ内容の相談を類型化して、相談対応を標準化していく。 

 相談員全員と専門相談の取次先となる担当者が相談履歴を専用ページで閲覧できるシステムを

構築した。相談員はＩＤとパスワードを打ち込みアクセスでき、相談内容を共有化できる。入力方

法等を記載した専用マニュアルを作成した。 

 ⅰ）相談窓口担当者が相談を受けた時点で「空き家相談票」をもとに相談者情報（氏名、住所、    

連絡先等）（図 11）、空き家情報（所在、建物の古さ、居住の有無、構造、戸建タイプ、現場

の状況等）（図 12）、相談内容（売買、賃貸、管理、解体、相続等）を登録する。写真や資料

があればそれらも登録する。その際に相談者から個人情報の取扱いにつき承諾を得ることに

注意が必要である。 

 ⅱ）専門相談窓口担当者を選定の上、専門相談担当者は登録内容を確認のうえ、相談者へ連絡し

相談対応する。担当者は対応した内容を相談内容として入力（フィードバック）する（図 13）。 

 ⅲ）事務局のほうでこれら相談内容をデータベース化し各相談の種類ごとに類型化していく。こ          

   れらを相談担当者が閲覧出来る環境として、相談対応を標準化していく。 
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 図１１ 相談者情報入力画面 

 

         図１２ 空き家情報入力画面 

 
   図１３ 相談内容登録画面  
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⑤ 相談実績 

ⅰ）相談結果 

 相談件数は４件あり、相談方法の内訳は電話相談が４件となっている。相談者は建物所有者２名、

親族２名であった。いずれも仙台市在住だったが、物件は仙台市外の物件が多く、４件とも売却を

希望。仙台市外から親元を離れ仙台市へ転入し、その後、転入前に住んでいた建物が現在空き家に

なっているというケースもあった(表５・表６) 

       表５ 相談者及び相談内容別・相談方法別の相談件数 

 
           

       表６ 相談者が相談窓口を知った方法 
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ⅱ）相談事例 

■相談事例１（売却希望） 

  相談の上、売却、現地確認等の判断を行いたい。建物所有者と、土地管理者が異なる物件のた

め、売却しようにもどうしたらよいか分からないので教えてほしい。売却を念頭に、以前に不動

産会社に相談したことがあるが、家屋が広すぎると言われた。電気、水道、ガス止めている。建

物も全く使っていない。 

【対応】 

  宮城県司法書士会を通じて、担当司法書士が対応。相談者が司法書士事務所を訪れ、公的書面

から権利関係を確認して今後の手続きを司法書士が説明した。 

 

■相談事例２（売却希望） 

  相談の上、売却等の判断を行いたい。現地確認の際の費用についてからご相談お願いしたい。

まだ、お母様（元所有者）の４９日が終わる前なので、診断日は２月末のなるべく遅い方が良い。 

 荷物がまだあるので、すぐに売却等は不可。 

【対応】 

  リノベーション住宅推進協議会会員にて対応。相談者と電話で必要事項を確認のうえ、相談者

同伴で現地を確認した。建物の老朽化が著しく進んでおり解体の提案をした。 

 

５）空き家の診断・調査体制の整備 

 空き家の劣化状況・活用可能性等の診断モデル事業の実施 

  相談事業を通じて相談者から空き家の劣化状況や活用可能性、活用の際のリフォーム費用等に

ついての診断要望があった場合にリノベーション住宅推進協議会会員等を通じて無料診断を行

い、当該空き家が活用可能な物件であるか否かを調査するとともに、リフォーム・解体等の概算

費用の算出も行う体制を整備した。 

調査を効率的に実施するために、Web 調査等をもとに「空き家調査チェックシート」（表７）

を作成した。 

それ以上の専門家調査が必要とされた場合は市町村を通じて、各地域の耐震診断有資格者・建

物診断有資格者に依頼、売却・賃貸の場合は宮城県全日・宅建協会へ依頼対応する。またこれら

の結果をレポートにまとめホームページにも反映していく。 

今回、相談件数が少なかったこともあり、相談から診断に至る案件は発生しなかった。 
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       表７ 空き家チェックシート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６）空き家等の適正管理等の一般化・普及・啓発 

① 県民向け空き家の適正管理・有効活用セミナーの開催（写真３） 

 平成 27 年 2 月 26 日仙台市で主に一般県民・自治体を対象としてセミナーを実施した。国・宮城

県・地元事業者・有識者をゲストスピーカーとして迎え、セミナー前半はそれぞれの視点から空き

家問題について講演してもらい、後半は講演者を中心にパネルディスカッションを実施した。各々

の立場から発言頂き、その後一般県民・自治体との間で質疑応答を行った。ちょうどセミナー当日

が「空家等対策の推進に関する特別措置法案」施行日となり、自治体から実際今後どのように取り

組んでいくべきかなどの質問も受けた。またセミナー終了後にアンケート調査を行い、空き家問題

に問題意識があるかとの質問に「非常にある…41％」・「ある…59％」・「ない…０％」と空き家問題

への関心の高さを示す結果となった。事業を通じて空き家問題は自治体からの協力、理解が非常に

重要になることをあらためて認識した。 

 基礎情報調査の一環として実施した自治体向けアンケートから、空き家問題への理解・認識が十
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とは言えなかった。問題が深刻化した場合に直接的に安全面・ 防犯面・税収面等の各方面におい

て大きな影響を受けると予想される「自治体」が今後空き家問題に対して取組みを官民また自治体

内でも横断的に促進させる必要があることをあらためて認識した。 

 セミナー当日は２８市区町村からの参加があり、参加者内訳は自治体職員３１名、一般県民４２

名（総計７３名）であった。 

 

図１４ セミナー周知チラシ          写真３ セミナー風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表８ セミナーの内容 

 

３．事後評価 

（１）相談業務に必要となる基礎情報調査 

 管理代行サービス事業者調査につき、基礎資料は揃ったが内容が不足している。具体的には全国

展開している管理代行サービス事業者と比べ、県内で展開している事業者はヒアリングを実施した

３社については保険等含めサービス条件が未だ整備されていない。今後ヒアリング等対象を増やし

保険等のサービスにつき確認のうえ、今後これら情報を含めそれぞれの地域ごとでリスト化する必

要がある。 

 またリスト化した場合の紹介方法の統一も必要である。また沿岸地域〜県央地域と県西部では同

じ宮城県内でも、復興状況が異なるので管理代行サービスに関しては比較的被害の少ない県西部で

の需要が高まることが予想される。 

 また管理サービスの担い手が現在の管理代行サービス事業者では限界があるので、地域性を考慮

してシルバー人材センターの参加を誘導したい。 

 解体業者についても紹介する場合に特定の業者ではなく宮城県解体工事業協同組合などの中立

的な団体との連携や相談者に選択してもらうなど、相談者が安心して依頼出来る仕組みを組み立て

る必要がある。 
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 県下３５の自治体にアンケートを実施したが十分な結果が得られなかった。フォーマットを作成

してインターネット経由で実施をしたので効率はよかったが、回答の内容が不十分であった。自治

体に事前に空き家に対する情報をもっと提供し理解を得る努力が必要であった。 

 各自治体へ雑草繁茂などの苦情を伝える場合の、連絡先を一覧化して相談者がスムーズに連絡で

きる仕組みを整備する。 

 

（２）相談員の研修・育成 

 相談員向け相談マニュアルを作成したが、実際に運用してみると相談者の状況は多岐に渡りトー

クスクリプトでは対応が難しかった。基礎情報の改訂、上記業者リスト、自治体への取次ぎ方法な

どをさらに記載し、より相談者の要望にあう、またそれがスムーズに機能することを主眼において

随時改訂していく必要がある。また対応者によって対応が変わることがないように整合性・統一を

図りたい。 

（３）空き家等の所有者への情報提供に資する資料等の作成 

 ホームページに関して、これまでの情報にさらに必要な情報を掲載して充実を図りたい。現在の

ものでは情報が十分であるとはいえない。所有者が閲覧した時に必要十分な情報提供する必要があ

る。例えば中立的機関の掲載を通じて所有者が事業者を選択出来るような仕組み・情報提供も考え

られる。作成した Q&A もさらに充実させること図りたい。 

 

（４）相談事務の実施 

 対応した相談につき利用者から直接の反応が確認できていない。アフターフォロー含め、利用者

の意見をもっと詳細に確認出来るようにする。 

 相談件数については目標より大幅に低かった。開始時期が遅かったことはあるが、周知が不十分

だった。公共機関以外の場所や方法を検討し、もちろん広範囲なマスコミを利用することも考えら

れるが、地域性の高い町内会・市町村広報なども視野に入れて検討していくことが効果的である。 

 情報共有といった視点からシステムを通じて相談窓口と専門事業者を連携出来たことは評価で

きる。今後さらにシステムの充実、利用者からの要望も反映させ整備していき効率的な運用を目指

す。 

（５）空き家の診断・調査体制の整備 

 今回空き家の劣化状況・活用可能性等の診断モデル事業は実施に至らなかった。今後実施に至っ

た場合に、利用者にとって充分な処方箋が作成出来るように、チェックシートの活用以外のさらな

るオプションを増やし、最終的に解決に繋がる診断の入り口としての機能を充実させていく。 

（６）空き家等の適正管理等の一般化・普及・啓発 

 開催の周知から短期間にも関わらず、多くの参加者があった。また自治体の出席率が高かったこ

とも注目したい。宮城県の空き家の現状や施策、統計情報、利活用と広範囲な話題提供であったが、

今後は利活用、実際の成功しているモデル事業紹介等に重点を置いたセミナーも効果的であると考

えている。準備から開催まで短期間であったことを考えると、早い準備を実施出来ていればさらに

充実したセミナーができたことは今後の改善点である。 
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４．今後の課題 

相談されるという視点から、県民から信頼の厚い自治体との連携が必要になる。宮城県内３５市

町村さらには宮城県との連携を確立する必要がある。自治体の果たせる役割、専門事業者の果たせ

る役割があり、それぞれが明確に分業して対応していく必要がある。実際自治体は治安や防災、景

観などの面で苦情や問い合わせがあり、早急に対応が求められていた。なかには自治体が直接対応

しているケースも見受けられた。自治体と各専門事業者との連携が早急に求められる。これらの連

携をいかに作り、機能させるかが最大の課題である。 

同時に自治体の課題と空き家の所有者の悩み等、またそれに対応する専門事業者間の情報をそれ

ぞれ共有化し、ネットワーク化を「見える化」していくことが必要である。 

また業務を通じて収集できる宮城県内の空き家の実情ならびに、自治体・専門事業者の連携によ

る相談体制を構築することにより、宮城県民に対し適切な情報提供が提供可能となり、また同時に

適正管理の必要性を啓発することが可能となるので今後これらの活動を継続していくことが必要

である。 

 

５．今後の展開 

（１）宮城県内３５市町村、宮城県、各専門事業者（協会団体等）とのさらなる連携の確立 

自治体は相談窓口として重要な窓口となる。これら自治体と具体的に相談を解決する専門事業者

との連携が必要になる。専門事業者についても個社ではなく各分野の協会などの中立的第３者機関

を通じて連携していく。不動産、建築、法律・税制など各方面とのさらなる連携を確立する。 

（２）システム上で相談内容等の共有化、相談内容の類型化 

システム上を通じて提携者内で情報共有化を図る。具体的には相談内容、物件情報、相談者情報

を提携者内で共有化し、対応の効率化を目指す。またそれら情報を蓄積し相談内容を類型化して各

当事者へフィードバックすることで相談対応の標準化を目指していく。 

（３）相談員向け相談マニュアルの拡充 

現在ある相談員向け相談マニュアルにつき、基礎情報のアップデート、相談事例の拡充、事業者

リスト一覧の作成など不足している部分につき拡充していく。 

（４）不動産関連団体との提携 

不動産の流通（売却・賃貸等）という観点から不動産関連団体との連携が必須となる。また自治

体で運営している「空き家バンク」についても不動産関連団体との連携があることで活性化を図る。 

また空き家問題は地域によって異なるので、これらの特殊性に対しては自治体と協力しながら慎

重な対応していくことが必要であろう。 

各自治体と民間とが空き家相談のネットワーク化と持続可能な運営システムまでを構築するた

めには、「オール宮城で空き家対策問題」を取り上げ、県・市町村・民間が共通のベクトルをもっ

て対応し、この仕組みを全国モデルとしたい。 

自治体と一般対象の空き家対策セミナーでは、空き家対策のそれぞれの「オール宮城」の役割が

明確に浮き彫りされてきたことがセミナーで確認された 
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■事業主体概要・担当者名 

設立時期 ２０１３年 

代表者名 中川雅之 

連絡先担当者名 武藤信寛 

連絡先 
住所 〒１０１−００６１ 東京都千代田区三崎町１−３−２ 

電話 ０３−６８４３−８３７２ 

ホームページ http://jareco.org/ 
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